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邦人PKO要員殉職者 １

Deceased Japanese UN peacekeepers © Kazuki Ohtaki, March 2023

事案発⽣⽇ ミッション名 ⽒名 所属 死因

1989年6⽉28⽇ 国連ナミビア独立支援グループ
(UNTAG) 久保田洋 文民 事故

1993年4⽉8⽇ 国連カンボジア暫定統治機
(UNTAC) 中田厚仁 文民 悪質行為

1993年5⽉4⽇ 国連カンボジア暫定統治機
(UNTAC) 髙田晴行 警察 悪質行為

1998年6⽉20⽇ 国連タジキスタン監視団
(UNMOT) 秋野豊 文民 悪質行為

2010年3⽉ 国連東ティモール統合ミッション
(UNMIT) 川上隆久 文民 病気

2016年6⽉10⽇ 国連中央アフリカ多面的統合安定
化ミッション(MINUSCA) ヒロセ ミホ 文民 病気

国際平和協⼒法による派遣



PKO要員の主要な死因 ２

軍⼈(70%) 警察(7%)⽂⺠(20%)

１ ２ ３

Deceased UN peacekeepers by cause of death and category (1989-2022) © Kazuki Ohtaki, March 2023

病気(35%) 事故(32%) 悪質⾏為(26%)



PKO要員殉職者総数の推移 ３

Total number of Deceased UN peacekeepers by cause of death (1989-2022) © Kazuki Ohtaki, March 2023



悪質行為による殉職の増加 ４
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悪質⾏為

PKO要員１９５名が殉職
①アフリカ（86%）
②アジア（11%）
③その他地域（3％）

殉職者の９０％が軍⼈

Total number of Deceased UN peacekeepers by Malicious act (1989-2022) © Kazuki Ohtaki, March 2023



使用武器と攻撃方法 ５

Malicious act by weapons and activities (2013-2017) © Kazuki Ohtaki, March 2023

１

銃(50%)

２

即席爆発装置（VB/IED）
(20%)

３

個⼈携帯対戦⾞弾
（RPG）(7%)

移動護衛隊、パトロール隊、
即応部隊への攻撃(50%)

宿営地、拠点への攻撃
(33%)



バングラデシュ軍兵士IED攻撃事案 ６

Deployment Map © UN/MINUSCA, February 2022



組織的政治暴力による応戦 ７

Organized Political Violence Events in the Central African Republic (Dec 2020 – July 2022) © ACLED, August 2022

ワグナー・グループ



即席爆発装置（IED）による創傷 ８

Bangladeshi Military Personnel killed in the line of duty © Bangladesh Army, October 2022

２０２２年１０⽉３⽇(⽉)午後８時３５分（現地時間）

路道脇に設置されたIEDの爆発 ⾞両横転による創傷



創傷後の対処行動 ９

MINUSCAレベル２病院
(３名死亡確認)

翌４⽇(⽕)午前６時３０分

約９時間

事案発生

夜間⾶⾏禁⽌令

遠隔医療の未活⽤

緊急医療・対応の不備

対IEDの未徹底

Post-wound coping behaviors © Kazuki Ohtaki, March 2023

搬送車



PKO要員殉職による影響 １０

Impact of PKO personnel killed in the line of duty © Kazuki Ohtaki, March 2023



PKO要員に対する攻撃の訴追 １１

Prosecution of Crimes against Peacekeepers © Kazuki Ohtaki, March 2023

事案発生

受入国

捜査/起訴

逮捕/拘禁

裁判/執⾏

不処罰 悪質行為助長

・意思⽋如
・能⼒不⾜

国連による補完 受入国の支援要請

派遣国への引き渡し 派遣国での訴追

ICC/特別法廷による補完 補完的訴追



訴追に向けた法整備の進展 １２

Legal Development for the prosecution © Kazuki Ohtaki, March 2023

PKO要員の安全条約
➢PKO要員の殺⼈/誘拐等を「PKO要員に対する罪」と定める

１９９４

１９９８ 国際刑事裁判所（ICC）ローマ規定
➢PKO要員等への攻撃指⽰は戦争犯罪を構成する

・派遣国で「PKO要員に対する罪」と戦争犯罪の国内法整備
・受⼊国による「PKO要員に対する罪」の訴追事例

２０２０ 国連安保理決議２５１８号
➢責任者を速やかに調査し、効果的に訴追する

２０２１ 国連安保理決議２５８９号
➢「PKO要員に対する罪」の説明責任を強化する



説明責任を促進する友の会 １３

Group of Friends’ to promote accountability for crimes against peacekeepers © Press Trust of India, December 2022



「パートナーシップ」に基づく訓練と協力 １４

Training and Cooperation based on Partnerships © Kazuki Ohtaki, March 2023

派遣要請

派遣国

派遣国装備

派遣前訓練

能力低下 リスク増大

・装備⽋如
・訓練不⾜

国連、派遣国、地域機構等との訓練・協力



PKOのための行動（A4P）を越えて １５

Action for Peacekeeping and beyond © Kazuki Ohtaki, March 2023

国連平和活動に関するハイレベル独⽴パネル（HIPPO）
➢パートナーシップに基づきPKO要員の安⼼安全を強化する

２０１５

２０１７ PKO要員の安全向上報告書（クルス報告）
➢夜間作戦、待ち伏せ、IEDを特徴とする⾮対称戦に適応する

２０２１ PKO のための⾏動プラス(A4P+)
➢負傷者医療後送を改善し、医療能⼒を強化する

２０１８ PKO のための⾏動(A4P)
➢UNTPP等を通して医療、技術、後⽅⽀援を改善する

・「数合わせ」のPKO派遣への批判
・派遣国装備と派遣前訓練を強化が求められる



PKO要員の安心安全に関する友の会 １６

Group of Friends on the Safety and Security of UN Peacekeepers © Permanent Mission of China to the UN, December 2021



ソウルPKO閣僚級会合２０２１ １７

The 2021 Seoul UN Peacekeeping Ministerial © Ministry of National Defense (South Korea), December 2021



我が国におけるPKO要員の安心安全の貢献 １８

Japan’s Contribution to the Safety and Security of Peacekeepers © Combined Source, March 2023

【A4Pハイレベルイベント】
・ＰＫO要員の能⼒向上に向けた⽀援
・ジェンダー分野での⽀援強化
・「⼥性・平和・安全保障」の促進

２００１

２０１５

２０１８

【第２回ＰＫＯサミット】
・パートナーシップ協⼒の拡⼤
・PKO要員の能⼒向上に向けた⽀援
・性的搾取・虐待の被害者救済⽀援

【PKO要員等の安全に関するセミナー】
・PKO要員の安全条約の2番⽬の締約国
・未締約国に対して加盟の呼びかけ
・国連職員の安全のための信託基⾦拠出



今日における我が国の取り組み １９

Today’s Japanese Contribution © Kazuki Ohtaki, March 2023

防衛省・自衛隊 能⼒構築⽀援
（⼯兵）

UNTPP
（⼯兵/医療）PKO事務局

PKOセンター
財政⽀援
(アフリカ)

派遣前訓練
国連 C4ISR 
アカデミー

財政⽀援(情報)

外務省

国連平和活動局等
財政⽀援(遠隔医

療/対IED/偽情報)

派遣国



PKO要員中心アプローチに基づく包括的派遣国支援 ２０

Comprehensive Approach for Troops and Police Contributing Countries Assistance © Kazuki Ohtaki, March 2023

PKO要員

害を及ぼさない

尊厳を守る

⽣
活
を
守
る

命
を
守
る

性的搾取・虐待（SEA） / 環境汚染 / 過剰な武力行使 等

ジェンダー不平等 / 
施設・福利厚生不備 /
メンタルヘルス軽視

等

不作為 / 説明責任の欠如 / 不処罰 等

敵対的な環境 /
装備欠如 / 
訓練不足 /

等

貢献優位

優先課題



尊厳を守る―訴追態勢の強化－ ２１

Protecting Dignity, Strengthening Prosecution Readiness © Kazuki Ohtaki, March 2023

受入国法務省 法整備⽀援

能⼒構築⽀援
（捜査）警察庁

関係機関 国内法整備
（訴追）

関係機関 調査能⼒強化
（訴追）

我が国

【問題】
・条約上、罰則整備は直ちに求められていないが、対応する国内法がなく、訴追態勢が不透明
・現刑法で対応可という認識だが、PKO要員に対する攻撃を指⽰した指導者は裁けない

【現状】
・我が国は、PKO要員の安全条約、ICCローマ規定、ジュネーブ諸条約の締約国
・「戦争犯罪」を構成するPKO要員に対する攻撃を⾮難し、あらゆる措置を講ずる



【参考資料１】 国連カラナ安定化ミッション(MINUSCR) 待ち伏せ襲撃事案の訴追

Prosecution of Crime against Peacekeepers / War Crimes © Kazuki Ohtaki, March 2023

佐藤美咲
MINUSCR要員（警察）
ラカ州ラピル警察署署員

タン・ルーク
反政府武装勢⼒ クムラト
(強硬派軍事指導者)

攻撃指示

スーラ・メイ
ラカ州ラピル群兵

軍⼈(⼩隊⻑)

作戦指揮襲撃実行

ラク・チョン
北⻄部参謀⻑

軍⼈(少将)

20XX年 邦⼈⼥性警察隊を初派遣。⽂⺠を護送中、待ち伏せ襲撃により死亡１名、負傷４名

林久美⼦
MINUSCR SRSG

(PKOミッション代表)

内部調査

全身創傷

のち死亡

マラドヌ・シク
カラナ国元⾸
(現政権指導者)

逮捕/引き渡し

協力 対立
PKO要員を殺害

し、実⾏⽀配地域
での活動を妨害

し、次期⼤統領選
挙の実施を阻⽌せ

よ

内部調査と証⾔から
攻撃指⽰の⽴証可能
国内訴追では拘留所
襲撃の恐れから⽇本
への引き渡しを希望

現刑法の殺⼈罪
では、PKO要

員という集団に
対する攻撃、つ
まり国際社会全
体に対する脅威
たる戦争犯罪を
訴追できない



【参考資料２】 各国におけるPKO要員に対する攻撃の国内法整備

Criminal Code list of “Crimes against Peacekeepers” © Kazuki Ohtaki, March 2023

国名 法律名 罰則規定

オーストラリア
1995 年 連 邦 刑 事 法 典
(2007 年 改 正 ) 第 8 章
§268.37/ 268.79

・終身刑 (PKO要員)
・禁固２０年 (施設等)

デンマーク 2005年軍事刑法典
§ 36(2)

・最高で終身刑

フィンランド 1889 年 刑 法 (2008 年 改
正)11章5節(1)(9)

・禁固1年∼終身刑

フランス 1992 年 刑 法 (2010 年 改
正)461条12-2項

・禁固２０年

スペイン 1995 年 刑 法 (2010 年 改
正)612条(10), 613条(1)(2)

・禁固刑３∼７年
・重大さに合わせ量刑

英国 1997年国連職員法、2001
年ICC法50及び51条

・処罰する

韓国 2007年ICC法12条1項1号 ・処罰する



【参考資料３】 オーストラリア連邦刑事法典

Australian Criminal Code of “Crimes against Peacekeepers” © Kazuki Ohtaki, March 2023

268.79 戦争犯罪：人道支援又は平和維持の任務に携わる人員又は物に対する攻撃
(1) 人（加害者）は、次の場合に犯罪を構成する
(a) 加害者が攻撃を指示した場合
(b) 攻撃の対象が、国連憲章に基づく人道支援又は平和維持の任務に従事する要員であり、かつ、
(c) 要員が、その任務を遂行する権利を有する
(c) 要員が、ジュネーヴ条約又はジュネーヴ条約第二議定書の下で文民に与えられている保護を
受ける権利を有している
(d) 加害者の行為が国際的な武力紛争でない武力紛争の状況下で行われ、かつ、これに関連して
いる
罰則：終身刑

(2) 人(加害者)は、次の場合に犯罪を構成する
(a) 加害者が攻撃を指示した場合
(b) 攻撃の対象が、国連憲章に基づく人道支援又は平和維持の任務に従事する施設、物資、ユ
ニット又は車両である場合
(c) その施設、物資、ユニット又は車両が、ジュネーヴ条約及びジュネーヴ条約第二議定書の下で
文民の物に与えられる保護を受ける権利を有している
(d) 加害者の行為が国際的な武力紛争でない武力紛争の状況下で行われ、かつ、これに関連して
いる
罰則：禁固２０年



世界のどこかに、真に文民警察活動を必要とし、現地
警察の指導・教育・助言の活動が待たれているところが
存在するなら、再び出ていくべきではないだろうか。

若年警察官のひたむきな純粋な気持ちを大事に育んで
ほしいと願うものである。そして、このような若者たち
の存在こそが、日本警察にとっても日本国にとっても将
来への貴重な財産となり得るのではないだろうかと思う
ものである。

警察政策学会警察史研究部会員 川野邊 寛

【参考資料４】 我が国の国連警察派遣の未来

カンボジア PKO（UNTAC）派遣 日本文民警察隊アンピル班―反政府軍支配地域に派遣された文民警察の活動実態とポルポト派による襲撃

死傷事件の真相― © 川野邊 寛 、2021年5月8日刊警察政策学会資料 第115号


